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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編を除く）の修正案の概要 

 

令和６年９月２日 

危機管理政策課  

 

鳥取県では、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策等を総合的・計画的に推進し、県民
生活に重大な影響を及ぼすおそれのある災害に適切に対処するため、災害対策基本法に基づき「鳥取県
地域防災計画」を作成しています。 

このたび、能登半島地震や令和５年台風第７号等の災害で得られた教訓、その他新たな知見等を地域
防災計画へ反映させることにより、防災対策の更なる充実強化を図るため、鳥取県地域防災計画の修正
案を作成しました。 

 
１ 主な修正内容 
（１）能登半島地震等を踏まえた見直し 

ア 初動対処体制の強化 
【能登半島地震における課題・教訓】 
・道路が寸断され、被害情報の入手に支障が出た。 
・情報不足、道路断絶により救援隊の進出や活動に支障が出た。 
・孤立集落状況の全容を把握するのに時間を要した。 

【課題等に対応した修正】 
〇DX を活用した初動対応の強化 

［災害予防編 第２部第１章 「防災体制の整備」］ 

・迅速・的確な初動対応を行うため、「鳥取県総合防災情報システム」を構築し、情報を集約 
［災害応急対策編 第３部第４章 「広報・広聴」］ 

・「防災情報ポータル」により、気象情報等を一元化し、県民等に情報を発信 
〇災害対策本部の機能強化 

［災害予防編 第２部第１章 「防災体制の整備」］ 

・県庁第二庁舎に災害オペレーション室を整備し、災害対策本部機能の高度化・効率化を図る 
〇被害情報調査等へのドローン活用 

［災害予防編 第７部第５章 「航空機活用体制の整備」］ 
・「ドローンレスキュー・ユニット」を編成し、ドローンによる被災状況調査等を実施 

〇実動組織との連携による初動対応の整備 
［災害予防編 第４部第１章 「防災関係機関の連携体制の整備」］ 

・自衛隊・警察・消防・海上保安庁等と迅速な災害対処ができるよう、大型ヘリ等の乗降適地調査、災
害初動対処計画の策定に努める 

〇広域防災拠点の指定 
［災害予防編 第２部第４章 「防災拠点の確保」］ 

・「道の駅ほうじょう」を県の広域防災拠点へ位置付け（令和７年４月から運用） 
〇孤立集落対策 

［災害予防編 第５部第４章 「孤立予想集落対策の強化」］ 

・孤立可能性集落ごとの対応方針の策定 
［災害応急対策編 第５部第３章 「孤立発生時の応急対策」］ 

・孤立発生時の状況把握や応急対策を実施し、迅速な情報共有や対策協議を行う 
〇緊急輸送ルートの確保のための道路啓開 

［災害応急対策編 第７部第２章 「交通路線の確保」］ 
・「鳥取県道路啓開計画」に基づく、道路啓開の実施方針を明記 

〇共助活動の推進  
［災害予防編 第４部第４章 「消防活動体制の整備」、第１０部第３章 「自主防災組織の整備」］  

・消防団や自主防災組織の初期消火、救出活動能力の向上（「支え愛救出研修」等教育訓練の充実） 
〇安否不明者等の位置情報の取得、氏名等公表 

［災害応急対策編 第３部第３章 「災害情報の収集及び伝達」］ 
・多数の安否不明者等が生じた場合の氏名等情報の公表の実施要領等について明記（令和６年３月
に策定した実施要領の反映） 

 ［災害応急対策編 第６部第３章 「捜索、遺体対策及び埋葬」］ 

・救助機関による安否不明者の位置情報取得について明記 
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イ 災害関連死の防止（避難所環境の整備、福祉的支援の充実・強化） 
【能登半島地震における課題・教訓】 
・上下水道施設の損壊、長期の断水により、トイレ・炊事・入浴などに支障が生じ、衛生健康状態の悪化、
避難生活の長期化につながった。 

・長時間の孤立が発生し、食料や飲料水の不足、精神的な不安など住民への多大な負担が発生した。 
・多くの病院・施設で断水などのインフラ被害が発生し、物資や医師・看護師、施設職員等の被災なども
あり、患者、入所者へのケアが行き届かない状況が長期化した。 

・多数の住家が倒壊し、がれきなどの災害廃棄物が大量に発生し、復旧の支障となった。 
【課題等に対応した修正】 
〇災害時における保健医療福祉の統合（県保健医療福祉対策統合本部による調整機能確立） 

［災害応急対策編 第６部第１章 「医療（助産）救護等の実施」］ 
・統合本部による保健医療福祉の情報収集、関係機関との連携、他地域からの受援等の総合調整の実施 

〇避難所の生活・保健衛生環境の整備（避難所運営支援システムによる支援・調整等） 
［災害応急対策編 第５部第２章 「避難所等の開設運営」］ 

  ・大規模災害時の早期の避難所の開設と環境向上の実施、避難者の良好な環境への移行の方針を明記 
・大規模災害時の県による避難所運営支援（物資運営人材支援、物資確保の一元化等の行う「避難
所運営支援システム」の明記） 

       ・支え愛避難所の開設状況の把握及び支援の実施 
［災害予防編 第８部第１章 「物資の備蓄及び調達体制の整備」］ 

・支え愛避難所等への物資備蓄（地域分散型備蓄） 
［災害応急対策編 第９部第１章 「トイレ対策」、第９部第４章 「入浴支援」］ 

・広域調整によるトイレ・入浴環境の向上（トイレ、シャワーカー等の供給要請） 
〇避難者の食事面での健康維持 

［災害応急対策編 第８部第１章 「食料の供給」） 
       ・避難者の健康維持のため、バランスの取れた食事、適温食の提供等、質の確保に配慮する 

〇要配慮者対策 
［災害応急対策編 第５部第２章 「避難所等の開設運営」］  

・良好な生活環境の確保が困難な場合、避難所以外の施設への早期移行を図る 
〇災害時における福祉施設の応援体制の確立 

［災害予防編 第５部第３章 「要配慮者等の安全確保計画」］ 

・災害時の相互受入、施設間応援等を実施するため、施設間のネットワーク構築に努める 
〇断水対策 

  ［災害予防編 第１５部第１章 「ライフライン対策の強化」］ 

・災害時の初動対応訓練の実施等により、災害時の応急復旧、広域応援体制の強化を図る 
・「災害時登録井戸」の登録・普及を図る 

［災害応急対策編 第８部第３章 「飲料水の供給」］    
・組立式給水タンク等を活用し給水効率の向上に努める 

〇災害廃棄物対策 
  ［災害予防編 第９部第２章 「障害物の除去体制の整備」］ 

・県・市町村で連携した訓練等を行い、災害廃棄物処理計画の実効性を高めるよう努める    

ウ 建築物の耐震化、複合的な災害への備えの充実・強化 
【能登半島地震における課題・教訓】 
・高齢化率の高い地域で住宅耐震化が進んでおらず、家屋倒壊での死亡、負傷が発生。 
・断層が陸地に近いため津波の到達時間が非常に早く、わずか１分弱で沿岸部に到達。 
・輪島市で電気に起因したと考えられる大規模火災が発生。 

【課題等に対応した修正】 
〇耐震ケースマネジメント等による住宅耐震化の促進 

［震災対策編 第１部第４章 「耐震化の推進」］ 
・訪問等により個々人の課題を把握し、専門家を派遣する耐震ケースマネージメントによる住宅耐震化を
促進 

〇津波監視体制の強化 
［津波災害対策編 第２部第１章 「津波災害の予防」］ 

・河川監視カメラ等を活用し、津波発生時の状況把握を実施 
〇通電による火災対策 

［震災対策編 第３部第３章 「地震災害に強いまちづくりの推進」］ 
・感震ブレーカーの設置を促進        
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（２）令和５年台風第７号等を踏まえた見直し（６月より暫定運用中） 
〇ダムの緊急放流時の適切な避難 
 ［風水害対策編 第１部第３章 「ダムを活用した河川治水」］ 

・ホームページ等でわかりやすくダム情報を発信し、ダムに関する理解を深めるよう努める                                                                                                                             
〇県民への啓発・注意喚起 
 ［風水害対策編 第１部第１章 「風水害等予防対策」］ 

・大雨予想時の早期注意喚起、冠水時の対処法の啓発等の情報提供を行うよう努める 
〇学校の臨時休業の適切な判断 
 ［災害予防編 第５部第２章 「避難体制の整備」］ 

・荒天時等の臨時休業の判断基準例を作成し、県立学校や市町村教育委員会に周知する            
〇道路の冠水対策 
 ［災害応急対策編 第７部第３章 「交通規制の実施」］ 

・冠水危険個所の周知や冠水危険個所への看板設置により県民等への注意喚起を図る 
・監視カメラの確認等により道路冠水状況を把握、速やかな交通規制やう回路の設定等の実施 
 

（３）国防災基本計画（令和６年６月修正）等を踏まえた修正 
〇自治体の広域応援体制の円滑化 
 ［災害予防編 第４部第１章 「防災関係機関の連携体制の整備」］ 

・国や県外自治体等からの応援職員等の宿泊場所として提供可能な施設の紹介・確保・調整等を行う。                                                                                                                             
〇車中泊避難者へ支援を強化 
 ［災害予防編 第５部第１章 「避難所等確保計画」］ 

・車中泊避難を行うためのスペース設置や車中避難における留意点等の情報発信 

（４）その他                                                                                                                             
〇災害対応に従事する女性職員の比率向上 
 ［災害予防編 第２部第１章 「防災体制の整備」］ 

・災害対応に従事する女性職員の比率を高めるよう努める   
〇損壊家屋への迅速な対応  
 ［災害応急対策編 第９部第２章 「障害物の除去」］ 

・損壊家屋の解体・撤去の実施方法について明記 
〇ボランティア等の受入体制の整備 
 ［災害予防編 第１０部第２章 「NPO・ボランティア受入体制の整備」］ 

・ボランティアが活動する拠点となる滞在場所等の確保                   

※その他文言等の軽微な修正を合わせて行うものとする。 
 
２ 県民等への意見募集結果 
（１）意見募集の概要 

〇意見募集期間 ７月２５日（木）から８月７日（水）まで 

〇実施方法 県ホームページ、県庁県民室や各総合事務所、市町村役場窓口等にて意見募集 

〇意見総数（応募者数） １７件（２名） 

 

（２）主な意見等の内容と意見に対する県の考え方 

№ 意見等の内容（要旨） 意見に対する県の考え方 

１ 【津波の到達時間】 

「避難に使える時間の違いによる避難方法」

に最大波の到達時間の記述があるが、最大波が

来るまでに高い津波が来襲する可能性があり、

最大波が来るまでに避難すれば良いとの誤っ

た安心情報になりかねない。海面変動 30 ㎝到

達時間の被害想定があり、せめてこの時間を記

述すべき。想定の到達時間より早く津波が到達

するおそれがあると但し書きが必要。一刻も早

く高台へ逃げる必要があることを認識させる

べき。 

 

津波発生の恐れがある場合には、危険地域か

らの一刻も早い避難が必要です。県地域防災計

画でも、津波警報等が発表されたときは、直ち

に海岸から離れ、急いで安全な場所に避難する

ことなどを記載しており、引き続き市町村と連

携して住民への普及啓発に努めます。 

ご指摘の記述は、避難誘導を行う関係者の安

全確保のため、避難誘導に係る行動ルールを定

めるにあたり避難時間の目安として記載して

いるものですが、海面変動 30 ㎝到達時間につ

いても併記します。 
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№ 意見等の内容（要旨） 意見に対する県の考え方 

２ 【地区防災計画について】 

岡山県では、地区防災計画の作成推進のため

の協議会を県と全市町村で設置しているが、鳥

取県でも同様の取組が必要ではないか。 

 

本県では、県内全市町村と連携して、各地区

住民が自ら作成する防災マップである「支え愛

マップ」づくりを進めており、その中で地区の

状況把握や避難訓練等も実施されるなど、地区

防災計画と同様の効果が期待できることから、

地区防災計画の作成については、市町村や自治

会等の判断に委ねているところです。 

３ 【夜間の避難について】 

夜間の避難は道路の凹凸も側溝も見えず、停

電があれば暗闇の中を移動することになり、機

器の故障による感電の心配もある。夜間の避難

指示は、避難所に避難することだけを指示する

のではなく、垂直避難の指示も考慮してほし

い。 

 

県地域防災計画では、夜間の避難は危険を伴

うため、日没前に避難が完了できるよう早期の

避難情報の発出に努めるとともに、やむを得ず

夜間に発出する場合は、状況に応じて屋内での

安全確保措置についても検討することとして

います。 

引き続き市町村と連携し、災害時に迅速かつ

的確な避難情報の発出が行われるよう努めま

す。 

４ 【山崎断層帯】 

被害想定対象地震に山崎断層帯を含めるべ

き。山崎断層帯／那岐山断層帯は「今後 30 年

の間に地震が発生する確率が我が国の主な活

断層の中ではやや高いグループに属する」とな

っているが、鳥取道や中国縦貫道への影響によ

り、複合災害、物資の配送、ボランティアの受

け入れなどに影響があることを考慮しなくて

いいのか。 

 

鳥取県地震・津波被害想定検討調査（平成

26～30 年度）において、山崎断層帯を含め本

県に大きな影響を与える可能性のある 13 断層

について地震動予測等を行い、その中で県内に

おいてより大きな被害の発生が想定される８

断層を被害想定対象地震として被害予測を実

施しています。 

山崎断層帯を被害想定対象地震に含めるこ

とについては、今後の被害想定の見直しの中

で、新たな知見等も踏まえて検討します。 

 


